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御代田町は長野県弁護士会と災害協定を締結します 

～長野県弁護士会と「災害における相談業務に関する協定」の調印式を行います～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

  御代田町(町長 小園 拓志)は、災害発生時に被災した住民の不安等を解消・緩和 

することを目的に、長野県弁護士会(会長 山崎勝巳（やまざきかつみ）氏)と「災害時

における相談業務に関する協定」を令和６年 11月 11日に締結します。 

 協定では、大規模な被害が発生した場合において、長野県弁護士会が被災者支援の 

ための相談業務を行うことのみならず、必要に応じて長野県災害支援活動士業連絡会

（長野県弁護士会・長野県司法書士会・関東信越税理士会長野県支部連合会・長野県土

地家屋調査士会・長野県行政書士会・一般社団法人長野県不動産鑑定士協会・一般社団

法人長野県中小企業診断士協会・長野県社会保険労務士会（令和２年１２月１０日現在

８団体で構成））と連携して業務を行うことなどが示されています。 

長野県弁護士会では、令和２年度より各市町村と同様の協定締結を進めてこられたと

ころ、この度、御代田町にも協定締結のお声掛けがあり、町としても発災時の被災者の

不安等の緩和に有益であると判断、調印式に至りました。 

 

 

- 協定調印式日程 – 

日 時：令和６年 11月 11日（月）午後１時～ 

会 場：御代田町役場２階 庁議室 

内 容：①概要等説明 ②協定書調印 ③写真撮影 ④調印者挨拶、質疑応答 

調印出席者：長野県弁護士会 会長 山崎 勝巳 氏 

御代田町長 小園 拓志 

 

 

【お問い合わせ先】 

御代田町総務課情報防災係 

担当：新井弘樹、佐藤守 

電話：0267-32-3111   

メール：jouhou@town.miyota.nagano.jp  
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